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都市計画道路補助 132号線ニュースＮо.２の配布 

 

日ごろから杉並区の区政運営にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。   
この度、西荻窪地域の都市計画道路補助 132号線の事業認可を取得しましたので、

ニュースをお配りします。事業認可取得に伴い、都市計画道路区域にかかる土地（事業

認可区間）につきましては、ニュースに記載のとおり、都市計画法上の制限等がかかり

ます。詳細につきましては、区公式ホームページ（https://www.city.suginami.tokyo.jp/ 
_res/projects/default_project/_page_/001/059/023/132heimenzu.pdf）または下記担当

にお問合せ下さい。                                     
なお、地域の方々に向けた説明の場を別途検討しています。開催時期、場所等につい

ては、今後、新型コロナウイルス感染症の収束状況及び国や東京都の動向を踏まえて判

断し、詳細な内容が決定次第お知らせします。 

 
担当：電話 ０３－３３１２－２１１１  

都市整備部土木計画課施設整備グループ都市計画道路担当（内線：3425,3426） 
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杉並区土木計画課

補助132号線周辺の皆様へ

◇補助132号線の事業認可を取得しました
⽇頃より、区の道路⾏政にご理解、ご協⼒いただき、ありがとうございます。
区では「東京における都市計画道路の整備⽅針」に基づき、
都市計画道路補助132号線（以下、補助132号線）について
事業認可※を令和2年4⽉7⽇に取得しました。

◇事業認可の内容は？

◇どこの範囲？

○区間︓杉並区上荻四丁⽬（⻘梅街道）〜杉並区⻄荻北三丁⽬
○延⻑︓606ｍ ○幅員︓16ｍ（⾞道9ｍ＋両側歩道3.5ｍ）
○事業期間︓令和2年4⽉7⽇から令和12年3⽉31⽇（約10年間）

◇事業認可されると、どんな制限が発生するの？
①建築等の制限（都市計画法第65条）
・事業地内において、都市計画事業の施⾏の障害となるおそれがある⼟地の形質の
変更、 建築物の建築や⼯作物の建設、移動の容易でない物件（５トンを超える
物件）の設置や堆積などを⾏うには、杉並区⻑の許可が必要となります。

②⼟地建物等の先買い（都市計画法第67条）
・事業地内の⼟地建物等を有償で譲り渡そうとする⽅は、その⼟地建物等の
予定対価の額や買い主などの事項を書⾯で杉並区に届け出なければなりません。

・届出があった後、30⽇以内は、当該⼟地建物等を譲り渡すことはできません。
杉並区においても買い取りのご相談をさせていただきます。

※杉並区の事業認可申請に対し、東京都より⼗分な公益性や必要性が認められたため、
杉並区が本格的に事業に取り組むことが可能となる法的⼿続きのこと

善
福
寺
川

事業認可区間 延長：６０６ｍ
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【お問合せ先】 杉並区 都市整備部 ⼟⽊計画課
電話 03-3312-2111 ①都市計画道路担当 ②⽤地担当

建築や土地の
形質の変更時及び
土地建物を売買
する時は、区に
事前に相談してね。

◇どこの範囲？

たいせき

今回の事業認可区間は、
６０６ｍなんだね。

事業認可を取得す
ると、事業がいよい
よ始まるんだね。



都市計画道路って、
事業が始まってから
完成まで、長い期間
かかるんだね。

◇今後の整備の進め⽅
⼯事の施⼯性や安全性を考慮し、⻘梅街道側から整備する予定です。なお、今後の⽤地取得状況

に応じて、適宜施⼯計画の⾒直しをしながら事業を進めていきます。

◇よくあるご質問
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◇今後の流れ（予定）
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【お問合せ先】 杉並区 都市整備部 ⼟⽊計画課
〒166－8570 杉並区阿佐⾕南1－15－1     電話 03-3312-2111
都市計画道路の事業に関すること(内線:3425,3426) 、⽤地補償に関すること(内線:3427,3428）
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Ｑ︓事業に関する説明は、事業認可取得後も、地域に
対して知らせてくれるの︖
Ａ︓事業認可取得については、東京都公報、区公式
ホームページ、広報すぎなみ及びニュース等でお知らせを
しています。
今後、オープンハウスや⼯事説明会を開催するとともに、

事業の進捗状況や今後のスケジュール等について、
ホームページの更新やニュースを発⾏する等、周知してい
きます。

Ｑ︓優先整備路線のうち、今回の事業認可区間以外
の整備は、いつ、どの様に⾏うの︖
Ａ︓今回の事業認可区間の進捗状況に応じて、検討を
進め決定していきます。

補助132号線の取組み状況について、右記QRコード、杉並区公式ホームページより閲覧できます
トップページ > くらしのガイド > まちづくり > 都市計画制度 >都市計画道路補助132号線
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都市計画線内の⽅
Ｑ︓物件調査をする際は、家の中にはいるの︖
Ａ︓物件調査の際は、建物の構造や建材のほか、
家財道具の量なども把握する必要があることから、
建物の内部調査をさせていただきます。そのため、
建物所有者および居住されている⽅の⽴会いをお願
いいたします。
また、建築確認申請書（控）などの資料がありま

したらご⽤意をお願いいたします。

※今後、⽤地取得の進捗状況や関係機関協議により、変更となる可能性があります。

◇整備イメージ

◇事業認可されると、どんな効果が発生するの？

○法的な請求（⼟地収⽤法）
⼟地所有者⼜は⼟地に関して権利をお持ちの⽅で、早期に⼟地等の補償⾦の⽀払いを希望される⽅

については、⼟地収⽤法で定める⼀定の条件の下に区に対して裁決申請の請求と併せて補償⾦の⽀払
いを請求することができます。
まずは任意での協議を進めたいと考えておりますので、早期の売却をお考えの⽅等は、区⽤地担当まで

ご連絡をお願いいたします。


